




（カ）持続可能な地域（ふるさと）づくりの推進

・バイオマス産業都市構想に基づき、地域内資源を循環利用する取組等や、地域の担い手育

成を推進し、エネルギー、環境、産業、コミュニティを柱とした持続可能な地域づくりを

目指す。

・人口が減少しても、持続可能で豊かな暮らしを実現するために、自然環境の保全・活用と

ともに、地域における移住や交流の受け皿づくりを進める。また、その一環として、町外

の方のボランティアの参加を促進する。

・持続可能な地域（ふるさと）づくりの結果として、国際的な課題となっている ｓの

推進につなげる。

ＫＰＩ

（重要業績評価指標）

現状値

（平成 年度）
あ

目標値

（令和６年度）

バイオマス関連施設就業者

数（林業関係者含む（累計））

【再掲】

６人 ８人

助成制度活用による移住者

数（累計）【再掲】
人 人

地元産酒米使用数量【再掲】

田舎ぐらしナビゲーターの

配置【再掲】
５人 人

関係人口（里のボランティ

ア）
人 人

＜実現方策例＞

◆再生可能エネルギー推進事業【継続】（再掲）

◆バイオテクノロジーを活用した地域産業活性化事業【継続】（再掲）

◆住み続けるまちづくり事業【拡充】（再掲）

◆定住化促進に向けた地域の受入体制構築【新規】（再掲）



資料編

１ 京丹波町総合計画審議会

「第２期 京丹波町創生戦略」は、第２次京丹波町総合計画に記載する「人口減少社会と

少子化・高齢化の進行」等の主要課題を解決するための戦略であることから、本戦略の策定

にあたって、京丹波町総合計画審議会において審議いただきました。

【京丹波町総合計画審議会委員名簿】

会長等 氏　名 選出区分（条例第３条第２項各号） 部　会

部会長 篠 塚 信 太 郎 町議会が推薦する議員 総務文教

東 ま さ 子 町議会が推薦する議員 産業建設

岩 田 恵 一 町議会が推薦する議員 福祉厚生

藤 田 道 子 町教育委員会の委員 総務文教

部会長 森 田 保 町農業委員会の委員 産業建設

春 田 貢 公共的団体役員又は職員 福祉厚生

山 内 照 美 公共的団体役員又は職員 福祉厚生

小 峰 雅 人 公共的団体役員又は職員 総務文教

樋 口 義 昭 公共的団体役員又は職員 産業建設

副会長 山 内 英 紀 公共的団体役員又は職員 産業建設

西 山 芳 明 公共的団体役員又は職員 産業建設

大 槻 文 憲 学識を有する者 産業建設

会長 中 西 和 之 学識を有する者 総務文教

山 本 麻 里 学識を有する者 福祉厚生

山 合 了 輔 町長が適当と認める者 総務文教

沖 哲 司 町長が適当と認める者 産業建設

部会長 田 中 強 町長が適当と認める者 福祉厚生

副部会長 杉 浦 美 穂 町長が適当と認める者 産業建設

副部会長 谷 文 絵 町長が適当と認める者 総務文教

副部会長 湊 由 利 江 町長が適当と認める者 福祉厚生



【京丹波町総合計画審議会設置条例】

 
平成１８年３月３１日 

条例第２号 
 
（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基

づき、京丹波町総合計画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 審議会は、京丹波町総合計画の策定及び実施に関する基本的な事項につい

て、町長の諮問に応じ調査及び審議し、その結果を報告し、又は意見を建議する

ものとする。 
（組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 町議会が推薦する議員 
（２） 町教育委員会の委員 
（３） 町農業委員会の委員 
（４） 町の区域内の公共的団体役員又は職員 
（５） 学識経験を有する者 
（６） 前５号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 
４ 第２項第１号、第２号、第３号及び第４号に掲げる委員にあっては、委嘱され

たときにおける当該身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。 
（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 
３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 
（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 
２ 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 
  



（部会） 
第６条 第２条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くこ

とができる。 
２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 
（意見等の聴取） 

第７条 会長は、第２条の所掌事務を円滑に遂行するために必要と認めるときは、

委員以外の者を会議に出席させて、意見、助言等を求めることができる。 
（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、総合計画担当課において処理する。 
（補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 
 
 
附 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
  



２ 計画の策定経過

年月日 項  目 内  容 

令和元年

９月５日

～９月 日

京丹波町のこれから

のまちづくりに関す

るアンケート

対象：町内の中学校・高等学校に通う中高生・高校生

配布数： 票

回収数： 票

回収率： ％

調査方法：学校での配布・回収

９月 日

～９月 日

今後のまちづくりに

向けてのアンケート

対象： 歳以上の住民

配布数： 票

回収数： 票

回収率： ％

調査方法：郵送による配布・回収

月 日
第２回 京丹波町

総合計画審議会

〇諮問

〇総合計画策定アドバイザー講演

（京都府立大学 宗田教授）

〇第２期 地方版総合戦略の策定に向けて

令和２年

１月 日

第３回 京丹波町

総合計画審議会
〇第２期地方創生総合戦略（素案）について

令和２年

２月３日

～２月 日

パブリックコメント

の実施

〇第２期地方創生総合戦略（素案）について住民の意見募集

（※７名から 件の意見提出）

２月 日
第４回 京丹波町

総合計画審議会

〇第２期京丹波町まち・ひと・しごと創生総合戦略（答申案）

について

３月 日 答申
〇第２期京丹波町まち・ひと・しごと創生総合戦略（最終案）

を答申

 
  



３ 用語解説（五十音順）

用 語 用語の説明 初 出

ＩＣＴ 「 （情報

通信技術）」の略で、通信技術を活用したコミュニケーション

のこと。

関係人口 地域に居住する「定住人口」でも、観光等に訪れる「交流人

口」でもなく、地域と関り地域を応援する人口のこと。

５

ＫＰＩ 「 （重要業績評価指標）」の略

で、目標を達成する上で、その達成度合いを計測・監視する

ための定量的な指標のこと。

３

国立社会保障・人口問題研

究所

厚生労働省の施設等機関で、人口研究・社会保障研究に加え、

人口・経済・社会保障の相互関連についての調査研究を通じ

て、福祉国家に関する研究と行政を橋渡し、国民の福祉の向

上に寄与することを目的としている。

１

作業療法士 乳児から高齢者まで人生のあらゆる場面で、主に日常生活が

できる応用力をつけるためのサポートを行うリハビリ専門

職のこと。

スマート農林業 ロボット技術や情報通信技術を活用して、省力化・精密化や

高品質生産を実現する等を推進している、新たな農林業のこ

と。

地域包括ケアシステム 団塊の世代が 歳以上となる 年を目途に、高齢者

が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続

けることができるよう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生

活支援」が切れ目なく一体的に提供される体制のこと。

５

サイクル 計画 ・ （実行）・ （評価）・ （改善）

を繰り返すことによって、生産管理や品質管理などの管理業

務を継続的に改善していく手法のこと。

３

・・ ターン Ｕターンは、地方から都市へ移住したあと、再び地方へ移住

すること。

Ｉターンは、都市から地方など、出身地とは別の地方に直線

的に移住すること。

Ｊターンは、地方から大規模な都市へ移住したあと、地方近

くの中規模な都市へ移住すること。

５

臨床心理士 臨床心理学に基づく知識や技術を用いて、人間の“こころ”

の問題にアプローチする“心の専門家”のこと。
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